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 役 員 紹 介  

役  職 氏  名 被選挙区域 

理 事 長 秀島 敏行  

副理事長 江口 善己 川 副 町  

〃 林  富佳 三日月町 

総務担当理事 原口 義春 大 和 町  

管理担当理事 園田  馨 諸 富 町  

理  事 永渕 文久 金 立 町 

〃 糸山  博 兵 庫 町 

〃 野口 正凱 巨 勢 町  

〃 中川 和典 北川副町 

〃 村岡  明 本 庄 町  

〃 江川 冨登身 西与賀町 

役  職 氏  名 被選挙区域 

理  事 小部 英敏 嘉 瀬 町  

〃 古川  實 鍋 島 町  

〃 大坪 春二 川 副 町  

〃 副島 准一 東与賀町 

〃 鶴丸 正士 久保田町 

〃 中島 正之 芦 刈 町  

〃 江里口 秀次  

総括監事 武冨  哲 牛 津 町  

監  事 角町  智 川 副 町 

〃 真島  清 高木瀬町 

〃 飯盛 啓次 佐賀中央 
  

発 行 所 
佐  賀  市  大  財  三 丁 目  8 番  1 5 号 
水 土 里 ネ ッ ト さ が 土 地 
（ 佐 賀 土 地 改 良 区 ） 

電話 （0952）22-4382 
FAX  （0952）29-1048 

U R L： http://www.sa-tochi.jp 
E-mail： info@sa-tochi.jp  組組合合員員及及びび面面積積のの動動向向  

組合員総数 7,857 名 

受益面積  9,350ha 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

北山ダム（放水中） 
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   平成 28 年度 理 事 長 あ い さ つ 

 
 

理 事 長   秀 島 敏 行

 
佐賀土地改良区の組合員の皆さま方には、平素か

ら当土地改良区の運営はもとより、事業の推進等

にご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げま

す。 
今回の熊本地震では最大の「震度７」を 2 度記

録する過去に例がない地震が熊本地方を襲いまし

た。被災地の熊本では死者４９名、行方不明者１名

と尊い人命が奪われたばかりでなく、多数の家屋倒

壊や道路・農地などに大きな被害をもたらしました。

この地震で尊い命をなくされた方のご冥福を祈る

とともに、被災者の皆様に心からお見舞い申し上げ

ます。 
佐賀県でも最大で震度５強を記録しましたが、熊

本や大分に比べれば被害の程度は軽く、被災地熊

本では今なお余震の恐怖が続きその中での避難生

活が続いています。一日も早く被災地の皆さんが

日常生活を取り戻し、復旧復興を成し遂げること

を願っております。 
さて、昨年 10 月には 5 年半にわたる交渉の末、

TPP が大筋合意に達しました。本協定による国内

への影響については、国の試算によりますと、農

業への影響は最大でも 2,100 億円の生産減少にと

どまり、コメへの影響はゼロとしています。本当

にコメへの影響がゼロなのか、政府の試算に疑問

を呈する声は根強く、農家の不安は消えないので

はないでしょうか。 
このような中、農家にとってはうれしいニュー

スがございます。今年も「米の食味ランキング」で

佐賀県産米「さがびより」が６年連続、「コシヒカ 
リ」も３年連続で最高ランクの評価「特Ａ」を獲得 

 
しました。また、この地区でよく作られている「夢

しずく」や「ヒノヒカリ」も「A」の評価を得てい 
ます。これらの評価が生産者の一層の励みになれ

ば良いと思います。 
今年は昭和 41 年に４土地改良区（大井手土地改

良区・市の江土地改良区・東芦刈土地改良区・西

芦刈土地改良区）の合併により佐賀土地改良区が設

立をしてから、50 年を迎えることになりました。

佐賀土地改良区ではこれから後も、農家の財産と

して地域農業を支える「水」を受け継いだ者として、

これを守り、育て、次世代へ引き継いで行かなけ

ればなりません。そのためにも、北山ダム・川上

頭首工・幹線水路等の施設の老朽化が進行してい

くことを十分勘案し、今後は計画的に保全・更新

を行っていく必要があります。現在、北山ダムで

は国営総合農地防災事業「嘉瀬川上流地区」の改修

工事が行われています。ダムにたまった大量の土

砂を取り除いたり、古くなったゲートを取り替え

たりと大規模な改修工事が進められています。工

期は平成 30 年度までとなっております。 
今年度の経常賦課金につきましては昨年同様の

１０a当り 1,150円でお願い致しております。納期

日は 8 月 1 日までとなっておりますのでご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 
最後になりますが、当土地改良区の運営につき

ましては役職員一体となり努力していきたいと思

っておりますので、組合員各位のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 
以上「佐賀土地改良区便り第 46 号」の発刊にあ

たり、理事長あいさつとさせていただきます。 
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佐賀土地改良区の歴史 

1890 
 
 

1892 
 

1893 
1909 

1923 

1949 
 

1950 
 
 
 
 

1957 
1958 

 
1959 
1960 
1961 
1964 
1966 
1973 
1976 
1987 
 

1990 
2002 
2007 
2010 
2011 
2018 

明治23年 
 
 

25 年 
 

26 年 
42 年 

大正12年 

昭和24年 
 

25 年 
 
 
 
 

32 年 
33 年 

 
34 年 
35 年 
36 年 
39 年 
41 年 
48 年 
51 年 
62 年 

 

西暦 年号 土地改良区 主な出来事 その他の出来事 

 
 
 
 
 
明治 27～28 年 日清戦争 

大井手普通水利組合 電気かんがい方式を導入 
（足踏水車➡揚水機械化） 

大正 12 年 関東大震災 

土地改良法の制定（水利組合を土地改良区に組織変更） 
国営嘉瀬川土地改良事業 着工 
東芦刈土地改良区設立（6 月） 
西芦刈土地改良区設立（7 月） 
大井手土地改良区設立（8 月） 
市の江土地改良区設立（12 月） 
北山ダム 工事着工 
北山ダム 完成（発電用放水開始） 
川上頭首工 工事着工 
嘉瀬川土地改良区連合設立（4 土地改良区による） 
北山ダム 国と連合との間で管理委託協定を結ぶ 
川上頭首工 完成 
国営幹線水路 工事着工（～48 年完了） 
県営嘉瀬川農業水利事業 着工（60 年完了） 
佐賀土地改良区設立（4 土地改良区の合併） 
国と佐賀土地改良区の間で管理委託協定（国営事業）を結ぶ 

国営筑後川下流土地改良事業 着工 
県と佐賀土地改良区の間で管理委託協定（県営事業）を結ぶ 

昭和 19 年 干ばつ 
昭和 20 年 太平洋戦争終戦 
昭和 24 年 水害 
 
 
 
昭和 28 年 西日本水害 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭和 39 年 東京オリンピック 
昭和 40 年 佐賀県米作日本一 
昭和 42 年 干ばつ 
 
 
昭和 51 年 若楠国体 
昭和 53 年 干ばつ 
昭和 57 年 干ばつ 
 

平成 2 年 
14 年 
19 年 
22 年 
23 年 
30 年 

国営総合農地防災事業（佐賀中部地区）  着工 
川上頭首工 改修工事着工（農地防災事業） 
川上頭首工 改修工事完了 
国営総合農地防災事業（佐賀中部地区）  完了 
国営総合農地防災事業（嘉瀬川上流地区） 着工 
国営総合農地防災事業（嘉瀬川上流地区） 完了予定 

 
平成 2 年 水害 
平成 6 年  
 

水利組合条例が施行される 
（県の直接管理下にあった水利事業について、県は条

例による普通水利組合の設立を急ぐ） 
佐賀郡川副樋管普通水利組合設立認可（5 月） 
佐賀郡市大井手普通水利組合設立認可（10 月） 
芦刈水道普通水利組合設立認可（3 月） 
水利組合法公布 大井手普通水利組合と改称（2 月） 

平成 2 年 水害 
平成 6 年 干ばつ 
平成 7 年 阪神淡路大震災 
 
 
 
 
 
平成 23 年 東日本大震災 
平成 28 年 熊本地震 
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          平成 27 年度臨時総代会 

平成 27 年 9 月 29 日、臨時総代会を開催し下記の 6 議案がすべて原案どおり可決されました。 

 

第 1 号 議 案  平 成 26 年 度  減 価 償 却 積 立 金 特 別 会 計  

       収 支 予 算 の補 正 について 

第 2 号 議 案  過 年 度 賦 課 金 の不 能 欠 損 処 分 について 

第 3 号 議 案  平 成 26 年 度  事 業 報 告 について 

第 4 号 議 案  平 成 26 年 度  一 般 会 計 収 支 決 算 について 

第 5 号 議 案  平 成 26 年 度  特 別 会 計 収 支 決 算 について 

第 6 号 議 案  平 成 26 年 度  財 産 目 録 について 

 

  平成２６年度 一般会計  決算                  （単位：千円） 
収         入  支         出  

1．組  合  費  117,004 1．事  務  費  65,084 

2．負  担  金  40,536  2．選  挙  費  266 

3．財  産  収  入  5  3．維持管理費  157,447 

4．使  用  料  3,982  ・共通管理費  33,935 

5．補  助  金  49,170  ・北山ダム維持管理費  46,405 

・筑後川用水管理費助成  11,170  ・川上頭首工維持管理費  63,343 

・管理体制整備促進事業  38,000  ・筑後川用水維持管理費  11,170 

6．交  付  金  1,800  ・適正化事業費  2,594 

7．寄  付  金  0    

8．雑  収  入  20,361  4．財  産  費  1,309 

9．借  入  金  0  5．償  還  金  28,885 

10．繰  入  金  31,885  6．負担金寄付金  4,140 

11．繰  越  金  34,090  7．諸  支  出  金  5,570 

   8．予  備  費  0 

収  入  合  計  298,833 支  出  合  計  262,701 

 差引残金（Ｈ 27 年度へ繰越）  36,132 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

組合費

117,004

千円

（39.1%）

負担金

40,536千円

（13.6%）

財産収入

5千円

使用料

3,982千円

（1.3％）

補助金

49,170千円

（16.5%）

交付金

1,800千円

（0.6%）

雑収入外

20,361千円

（6.8%）

繰入金

31,885千円

（10.7%）

繰越金

34,090千円

（11.4%）

事務費

65,084千円

維持管理費

157,447千円

事務所費

61,147千円

（23.3%）

総代会費

3,585千円

（1.4%）

その他

352千円（0.1%）

選挙費

266千円

（0％）
共通

33,935千円

（12.9％）
北山ダム,

46,405千円

（17.7％）

川上頭首工

63,343千円

(24.1％）

筑後川管理費

11,170千円

（4.3％）

適正化事業

2,594千円

（1.0％）

財産費

1,309千円

（0.5％）

償還金

28,885千円

（11.0％）

負担金寄付金

4,140千円

（1.6%）

諸支出金 外

5,570千円

(2.1%) 
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＜歳 入＞ 298,833 千円 ＜歳 出＞ 262,701 千円 

 



組合費

107,295千円

（34.0%）

負担金

40,530千円

（12.8%）

使用料

3,000千円

（1.0%）

補助金

55,880千円

（17.7%）
交付金

1,800千円

（0.6%）

雑収入

20,661千円

（6.6%）

繰入金

57,581千円

（18.3%）

繰越金

28,000千円

（9.0%）

平成28年6月15日             佐賀土地改良区便り                   第 46号  （5） 

第５０回通常総代会 

平成 28 年 3 月 29 日、通常総代会を開催し下記の 7 議案がすべて原案どおり可決されました。 

第 1 号議案 平成 28 年度 事業計画と予算概要について 

第 2 号議案 平成 28 年度 組合費の賦課及び徴収方法について 

第 3 号議案 平成 28 年度 一般会計収支予算（案）について 

第 4 号議案 平成 28 年度 特別会計収支予算（案）について 

第 5 号議案 平成 28 年度 運営資金一時借入れについて 

第 6 号議案 平成 28 年度 金融機関の指定について 

第 7 号議案 過年度賦課金の不能欠損処分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２８年度 一般会計 予算                   （単位：千円） 
収         入  支         出  

1．組  合  費  107,295 1．事  務  費  72,815 

2．負  担  金  40,530  2．選  挙  費  4 

3．財  産  収  入  11  3．維持管理費  187,276 

4．使  用  料  3,000  ・共通管理費  33,690 

5．補  助  金  55,880  ・北山ダム維持管理費  50,570 

・筑後川用水管理費助成  17,880  ・川上頭首工維持管理費  81,910 

・管理体制整備促進事業  38,000  ・筑後川用水維持管理費  17,880 

6．交  付  金  1,800  ・適正化事業費  3,226 

7．寄  付  金  1  4．財  産  費  1,701 

8．雑  収  入  20,661  5．償  還  金  28,885 

9．借  入  金  1  6．負担金寄付金  4,051 

10．繰  入  金  57,581  7．諸  支  出  金  9,911 

11．繰  越  金  28,000  8．予  備  費  10,117 

収  入  合  計  314,760 支  出  合  計  314,760 

 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
                    
 

事務費

72,815千円

維持管理費

187,276千円

事務所費

67,124千円

（21.3%）

総代会費

5,090千円

（1.6%）
その他

601千円

（0.2％）

選挙費

4千円

共通管理費

33,690千円

（10.7％）

北山ダム

50,570千円

（16.1％）
川上頭首工

81,910千円

（26.0％）

筑後川管理費

17,880千円

（5.8％）

適正化事業

3,226千円

（1.0%）

財産費

1,701千円

（0.6％）

償還金

28,885千円

（9.2％）

負担金寄付金

4,051千円

(1.3%)

諸支出金

9,911千円

（3.1%）

予備費

10,117千円

（3.2%）

＜歳 入＞ ＜歳 出＞ 
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＜歳 出＞ 
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納期内完納にご協力ください！ 

経常賦課金は厳しい農業情勢を勘案し、昨年度同様の10ａ当り1,150円となっています。 

平成 28 年度 経常賦課金 1,150 円/10a(1,000 ㎡当) 

平成 28 年度 決済金 69 円/㎡(全地区) 

平平平成成成 222888 年年年 888 月月月 111 日日日（（（月月月）））   
窓口納付の方は までに納めてください。 

口座振替の方は が振替日です。 

◆残高確認をお願い致します。 
・7 月 29 日（振替日の前営業日）までに残高の確認をお願い致します。（※再振替は出来ません） 

・振替出来なかった場合は、8月上旬に納付書をお送りしますので金融機関の窓口にて納入をお願 
 い致します。 

◎休耕田（不耕作地）・転作田の場合でも賦課金がかかります。 

 

 

農地（田）を宅地、道路、その他（田以外）に転用又は畑に変更される場合には決済金を納入して頂くことに 

なっています。公共事業（道路・学校用地・公園・河川・水路等）の用地として転用される農地（田）についても 
決済金がかかりますので用地買収等の折には事業主体で負担していただくか、又は決済金を含めての価格 
交渉をされるようにお願いします。※公共事業の寄付等についても決済金はかかります。 

決済金とは？ 

土地改良施設の維持管理費は組合員の賦課金でまかなっているため、農地転用により農地が減ると 

残った農地が今後の負担を負う事になります。負担の公平を図る目的として、転用する時は決済金 

を納めて頂き維持管理費に充当しています。（土地改良法第 42 条より） 

佐賀県農協各本支所・佐賀市中央農協各本支店・佐賀銀行各本支店 

佐賀共栄銀行各本支店・佐賀県信漁連各本支店営業店 

☆賦課金納入取扱い金融機関 

農業委員会への届出に土地改良区の意見書は必要ありませんが、土地改良区への地区除外

の手続きは必要です。手続きをしないと毎年賦課金がかかりますので、ご注意下さい。 

○市街化区域の農地転用の場合 

農 地 の異 動 ・売 買 する際 、その土 地 に賦 課 金 の滞 納 がある場 合 は新 しい組 合 員 が滞 納

金 を支 払 うよう法 律 （土 地 改 良 法 第 ４２条 第 １項 ）に規 定 されております。ご確 認 の上 売 買

契 約 等 をするように注 意 してください。 

※ご注意ください！滞納賦課金は新しい組合員が負担 
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賦課金の納付は、便利な口座振替（自動振替）をご利用ください。 

わざわざ金融機関へ出向かなくても、自動的に納付することができます。お忙しい方  
には特に便利です。 ※ご希望の方は総務課までご連絡下さい。  

             （口座振替依頼書を郵送致します。） 

賦課金納入取扱い金融機関の各窓口で口座振替の手続きが行えます。 

※口座振替の申し込みは、口座振替依頼書に必要事項を記入後、貯金通帳・印鑑（届出印）

を持参の上、各金融機関窓口に提出して下さい。 

 

●農地（田）に異動があった時は、佐賀土地改良区に必ず届け出て下さい。 
    農業委員会に届出・許可申請済、又は法務局へ登記済であっても直接土地改良区に届け出が

ないと土地改良区の台帳は変わりません。 
●組合員の資格取得・喪失の届け出について 

下記の場合には、土地改良法第 43 条の規定により組合員様から土地改良区へ通知すること

が義務付けられています。 届出がない場合、資格は変更されませんのでご注意ください。              

①農地（田）の売買・貸借・贈与・交換等の場合 

②農業者年金の受給による経営移譲の場合 

③生前贈与または、組合員死亡による名義変更の場合 

④組合員の住所の変更の場合  
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－ 記 入 例 － 

○○市○○町大字○○ △△番地 

北 山  太 郎 

○○ △△ □□ 

○○○○ △△ □□□□ 

北
山 

※提出先 
・佐賀県農協各本支所 
・佐賀土地改良区 総務課 
佐賀市大財三丁目８番１５号 
TEL （0952）－22－4382 

1.資格得喪の対象たる土地 

2.資格得喪の原因及びその時期 

平成  年  月  日 

佐賀土地改良区賦課金 納入者 
住 所 

変更届出（組合員資格得喪通知） 

下記事項により組合員資格が得喪したので土地改良法４３条第１の 
規定により通知します。 

印 

（ 地区名        組合員        ） 

現資格者 住 所 

氏 名 

（ 地区名        組合員        ） 

川
上 

○○市○○町大字○○ □□番地 

川 上  次 郎 印 
新資格者 住 所 

氏 名 
（生年月日）明治･大正･昭和･平成  年  月  日 

電話番号（     ）    －         

佐賀土地改良区理事長殿 
記 

○○町 △ △ □ □ 1234 番地 1,000 ㎡ 田 

地目 市 町 名 大 字 字 地 番 備 考 地 積 

・平成○○年○○月 

（１）原 因 

（２）時 期 

売買・賃借・贈与・相続・交換・経営移譲 

生前贈与・死亡・その外（      ） 

（※該当するものを○で囲んでください） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町名 大字 字 地番 地目 地積 備考 

       

2. 資格得喪の原因及びその時期 

佐賀市大財三丁目 8 番 15 号 

※提出先 

・佐賀県農協各本支所 

・佐賀土地改良区 総務課 

TEL  (0952)－22－4382 
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佐賀土地改良区理事長殿 

記 

佐賀土地改良区賦課金 変更届出(組合員資格得喪通知書) 納入者 
住 所 

下記事項により組合員資格が得喪したので土地改良法第４３条第１項

規定により通知します。 
平成  年  月  日 

〒 

〒 

現資格者 住 所 

氏 名 印 

（地区名         組合員番号         ） 

新資格者 住 所 

氏 名 印 

（地区名         組合員番号         ） 

（生年月日）㍾･㍽･㍼･㍻   年   月   日 

電話番号（     ）    －       

1. 資格得喪の対象たる土地 

（１）原 因 

（２）時 期 

売買・賃借・贈与・相続・交換・経営移譲 

生前贈与・死亡・その外（        ） 

平成    年    月 

（※該当するものを○で囲んでください） 
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◎ 国営造成施設管理体制整備促進事業「管理体制整備型」 
本事業は、農業水利施設の持つ多面的機能の発揮等について地域の適切な取り組みを促進する観点から、

国，県が市町と連携し土地改良区の管理体制の整備を図ることを目的とされ、平成１２年度新規事業として 

スタートし、平成１７年度に５ヶ年の継続が認められ、さらに平成２２年度に３期目として平成２９年度まで

の継続事業となり、地域住民など多様な主体の参画による安定的な国営造成施設の管理体制の整備・強化等に

係る支援を進めるものと  なっております。事業内容として、国営造成施設及びこれと一体不可分な県営造

成施設を管理する土地改良区の管理体制整備を図るため維持管理事業に対し助成されるものであり、当地区で

は、北山ダム湖面流木塵芥 処理をはじめ幹線水路浚渫や制水門、分水工点検整備の事業を予定しています。 

・負担割合  国 ５０%   県 ２０%   市 町 ３０%   

◎ 土地改良施設維持管理適正化事業 
本事業はゲート塗装、用水路の浚渫、機械等の部品交換など数年に 1 回行う様な施設の整備補修に対して 

助成する制度です。この事業は一般の補助事業とは異なり向こう 5 年間に整備補修を行うために必要な経費の

一部（30％）を 5 年間均等に積み立てることにより、計画的な整備補修が可能となっています。 

・負担割合  国 ３０%   県 ３０%   土地改良区 ４０%（内 30％は積立金）  

 

 
事 務 局 事務局長  山下 武則 

 

総 務 課 ５名 

  課  長  永田 武次 

  総務係長  阿間見 忠 

  会計係長  立石  豊 

  係  員  大坪 稔典 

  係  員 （新採） 田中 聡一郎 

   

 

管 理 課 ４名 

  課  長  森  信治 

  副 課 長  中野 秀則 

  係  員  古賀 賢太 

  ( 嘱 託 )  龍野 麻紀 

 

 

北山ダム管理事務所  ５名 

  所  長  江口 則彦 

主  任  相浦  公 

係  員  福島  稔 

係  員  田中  亮 

( 嘱 託 )  山本 利幸 

川上頭首工管理事務所 ８名 

  所  長  芦原 一樹 

  主  任  大坪 直孝 

  係  員  増田 和彦 

  係  員  斎藤 嘉宏 

  係  員  与賀田 雅史 

  係  員  平石 大和 

  ( 嘱 託 )  西  清晴 

  ( 嘱 託 )    中野 淳二    

退職（平成２８年３月３１日付） 

川上頭首工副所長 徳永 正廣   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 北山ダムの貯水状況並びに情報等を 

ホームページ上に掲載しています。 

http://www.sa-tochi.jp/ 

北山ダム管理事務所 TEL 0952-57-2013 

事 務 局 の 体 制   H28.4 （職員 19 名 嘱託 ４名） 

佐賀市大財三丁目 8 番 15 号 

TEL 0952-22-4382 FAX 0952-29-1048 

☆ 賦課金・決済金・その他、全般に関する事は総務課 

☆ 農業用水・土地改良施設・管理に関する事は管理課 

休日・夜間の用水に関する緊急連絡先 

川上頭首工管理事務所 TEL 0952-62-0136 

http://www.sa-tochi.jp/
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創造運動は農業者と消費者等地域住民との交流を通じて、農業・農村の役割や環境保全の 

素晴らしさを啓発し、土地改良区の公的位置付けと役割について理解を深める事を目的として

おり、平成１４年度から田植オリンピック・水土里の教室・佐賀平野「水と歴史」の探検隊・

川上頭首工スケッチ大会、更には地域住民のゴミに対する意識改革を図るため、ゴミ捨て防止

標語募集等の運動を行ってきました。 

 今後も、「21 世紀土地改良区創造運動」を積極的に展開して、地域と共に生きる新たな「水土里ネットさが  

土地」の実現を目指して行動してまいります。 

 

 

☆ 総 合 学 習・青 空 教 室   ○  田植え：７月２日  ○  稲刈り：１１月１１日  

  近年、失われつつある緑豊かな農村環境

や食の安全性を見直し、「農業者と消費者と

の交流を通じ土地改良区の果たしている役

割」を肌で体験し、農業・農村が持つ環境の

素晴らしさを感じてもらう為に高木瀬小学

校の５年生１４４名による、総合学習の一環

として田植え・稲刈り体験を行いました。田

植え体験の前には「青空教室」を行い土地改

良区の役割や多面的機能、農業用水の流れに

ついて学んでもらいました。  
（植付品種：ヒヨクモチ） 

 
 

☆川上頭首工スケッチ大会   ○  開催日：９月 ２５日    ○  表彰式：１２月１５日 

川上頭首工の役割や取水の仕方、農業用水の

流 れ な ど 楽 し く 学 ん で も ら う 為 に ス ケ ッ チ 

大会を行いました。管内の芦刈観瀾校の５年

生４７名の参加があり、初めに施設を見学し

役割を学んでもらった後、頭首工周辺でスケ

ッチをしてもらいました。 

  また、特に優秀な作品５点について表彰式

を行いました。表彰された作品は当区ホーム

ページにも掲載しています。  
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☆ 佐賀平野「水と歴史」の探検隊   ○  開催日：８月２０日 

  佐賀平野の農業用水の流れと歴史を知ってもらう為、小学生と保護者を対象に佐賀平野 

「水と歴史」の探検隊を開催しました。当日は時折雨が降る中での開催となりましたが、徐々

に天候は回復し予定通りに探検することができました。佐賀市・小城市の小学生と保護者３

９名の参加者で北山ダム・川上頭首工・石井樋を見学して、自分たちの住む町まで農業用水

が届く仕組みや嘉瀬川の取水施設について学んでもらいました。また、川上頭首工では魚道

の生き物調査も行いました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

今 年 で 、 １ ４ 回 目 の 開 催 と な る 探 検 隊 の 参 加 者 を 募 集 し ま す 。 組 合 員 皆 様 の 子 供 さ ん や

お 孫 さ ん の 、 夏 休 み の 思 い 出 に 参 加 し て み ま せ ん か 。  

北 山 ダ ム で は 、 普 段 入 れ な い ダ ム 本 体 の 中 や 、 船 に 乗 っ て ダ ム 湖 内 の 探 検 を 行 い 、    

川 上 頭 首 工 や 石 井 樋 で は 水 の 流 れ の 仕 組 み や 歴 史 に つ い て も 学 び ま す 。     

  【 応  募  要  項  】 

① 日    時 ： ８月 ２６日 (金 )  ８：３0～16：30（昼 食 は用 意 します） 

② 対    象 ： 小 学 ４～６年 生 と保 護 者 （小 学 生 のみの参 加 も可 ）（40 名 ） 

③ 参 加 費 用 ： 大 人 ３00 円  子 供  １00 円  

④ 定    員 ： ４０名  （定 員 になり次 第 締 め切 り） 

⑤ 募 集 方 法 ： 参 加 希 望 者 全 員 の名 前 、性 別 、住 所 、電 話 番 号 、学 校 ・学 年 を記 入 の上 、 

ＦＡＸ、はがき又 はメールで応 募 してください。 

（平 成 ２８年 ７月 １５日 ９時 募 集 開 始 ） 

※集 合 場 所 、行 程 表 等 を募 集 締 切 後 、郵 送 にてお知 らせします。 

⑥ 問 合 せ先 ： 水 土 里
み ど り

ネットさが土 地 （佐 賀 土 地 改 良 区 ） 総 務 課 まで 

〒840-0811 佐 賀 市 大 財 3 丁 目 8 番 15 号  

TEL：0952-22-4382 FAX：0952-29-1048 

URL：http://www.sa-tochi . jp/ Ｅメール：tanken28@sa-tochi . jp  

http://www.sa-tochi.jp/
mailto:tanken28@sa-tochi.jp
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国営総合農地防災事業 

嘉瀬川上流地区だより 

 
発    行    所 

佐賀市大財三丁目８番１５号 
国営総合農地防災事業嘉瀬川上流地区 
推 進 協 議 会 

TEL (0952) 26-9771  FAX (0952) 29-1048 
    


